
育児休業手当金の支給率について（想定されるケースごとの支給イメージ）

①施行日以後に育休を取得した場合

（出産日：2月12日）

②施行日以後に育休を取得し、一度復職した場合

（出産日：2月12日）

③施行日前に育休を取得した場合

（出産日：1月17日）

④母が施行日前に育休を取得し、父が施行日以後に育休を取得した場合

（出産日：1月17日）

⑤施行日前に育休を取得し、施行日以後に復職したのち、再度育休を取得した場合

（出産日：1月17日）
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